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墨田区営運動場条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

改  正  案 現     行 
  
別表第２ 

施設区分 単位 区分 使用料 

テニス・コート

～球 技 場 
〔略〕 

屋 内 運 動 場 

貸切りの

場合、１

回、１時

間 

午前９時

から午後

６時まで 

４１０円 

午後６時

から午後

９時まで 

５８０円 

貸切りで 

ない場合、 

１人、１

回、２時

間以内 

一 般 １７０円 

中 学 生 
以 下 ５０円 

付属設備・器具 〔略〕 

 付記 

  １～３ 〔略〕 

別表第２ 

施設区分 単位 区分 使用料 

テニス・コート

～球 技 場 
〔略〕 

屋 内 運 動 場 

〔同左〕 

〔同左〕 ２４０円 

〔同左〕 ４１０円 

〔同左〕 〔同左〕 

付属設備・器具 〔略〕 

 付記 

  １～３ 〔略〕 
  

付 則 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の際、現に使用承認を受けているものに係る使用料については、

なお従前の例による。 


